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１．自動車運送事業における監査概要について

監査の種類

特別監査

一般監査

街頭監査

〇監査対象事業者（監査端緒）
・第一当事者と推定される死亡事故等を引き起こした事業者
・公安委員会・労働基準監督署等からの通報により法令違反の

疑いのある事業者
・適正化実施機関等からの情報により法令違反が疑われる事業者
・長期間監査を実施していない事業者

・・・etc.
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１．自動車運送事業における監査概要について

監査の端緒（中運局第５８号監査方針より貨物自動車運送事業に関するもののみ抜粋）

① 地方貨物自動車運送適正化事業実施機関（以下「適正化事業実施機関」という。）や利用者等からの情報、
街頭監査や事業用自動車への添乗調査（事業用自動車に添乗（乗車）して運行状況等を確認する調査を
いう。）の結果等により、法令違反の疑いがある事業者

② 事業用自動車の運転者（選任運転者に限らず、事業用自動車を運転した者をいう。以下同じ。）が第一当
事者（最初に事故に関与した車両等の運転者のうち、当該事故における過失が最も重い者をいい、また、
過失が同程度の場合には人身損害程度が軽い者をいう。以下同じ。）と推定される死亡事故を引き起こし
た事業者

③ 事業用自動車の運転者が悪質違反（酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許
運転、無資格運転、無車検運行、無保険運行及び救護義務違反（ひき逃げ）をいう。）を引き起こした又は
引き起こしたと疑われる事業者

④ 行政処分等を受けた際に事業の改善状況の報告を命じられた事業者であって、報告のための出頭を拒否
したもの、改善報告を行わないもの又は報告内容から事業が改善されたと認められない事業者

⑤ 適正化事業実施機関が行う巡回指導を拒否した事業者

⑥ 都道府県公安委員会、都道府県労働局、道路管理者等からの通知又は通報により、法令違反の疑いが
ある事業者

⑦ 労働関係行政機関又は日本年金機構から、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険又は厚生年金保
険に加入していない旨の通報があった事業者

⑧ 労働関係行政機関から、最低賃金法（昭和３４年法律１３７号）に違反している旨の通報があった事業者

⑨ 自動車事故報告規則（昭和２６年運輸省令第１０４号）第２条に定める事故であって、同規則の別記様式
による自動車事故報告書（以下「事故報告書」という。）の「事故の原因」及び「事故の種類の区分」が同一
であるものを３年間に３回以上引き起こした事業者
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１．自動車運送事業における監査概要について

⑩ 事故報告書、貨物自動車運送事業報告規則（平成２年１１月２９日運輸省令第３３号）第２条第１項に規定

する事業報告書及び事業実績報告書並びに同規則第３条第１項の規定により求められた臨時の報告書
（以下「報告書等」という。）について、以下に該当する事業者

ア 所定の期限までに報告書等を提出しなかった事業者

イ 報告書等に虚偽の内容を記載した疑いがある事業者

ウ 報告書等に記載された内容に法令違反の疑いがある事業者

⑪ 事業用自動車のホイール・ボルトの折損による車輪脱落事故又は整備不良に起因すると認められる死傷
事故を引き起こした事業者

⑭ 長期間、監査（街頭監査を除く。）を実施していない事業者（適正化事業実施機関による巡回指導があった

事業者及び全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が行う安全性評価事業による安全性優良事業所
に認定されている事業者（以下「安全性認定事業者」という。）を除くことができる。）

⑰ 貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保義務（貨物自動車運送事業法第１７条第１項から第３項まで、
第１８条第１項又は第２２条第２項若しくは第３項に規定する輸送の安全を確保するために遵守すべき事
項をいう。以下同じ。）違反が認められた場合であって、当該違反への関与が疑われる元請事業者

⑱ 貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保義務違反について、元請事業者に対する下請事業者等からの
苦情等により、監査を行うことが必要と認められる元請事業者及び下請事業者

⑲ 貨物自動車運送事業法第２９条第１項の規定による管理の受委託の許可を受けた事業者であって、受託
者に法令違反の疑いがある委託者たる事業者

⑳ 監査を受けた後又は②若しくは③に該当する事故若しくは違反が発生した後、行政処分等までの間に事

業用自動車等を移動させた事業者及びその移動先事業者であって、監査を行うことが必要と認められる
事業者

㉑ 呼出指導の対象となったにもかかわらず、正当な理由なくこれに応じない事業者

㉒ 行政処分等を受けた際に、事業の改善状況の報告を命じられた事業者

㉓ その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を勘案し、監査を行うことが必要と認められる事業者 5



１．自動車運送事業における監査概要について
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１．自動車運送事業における監査概要について

行政処分等

許可取消

事業停止

警告

勧告

・最大保有車両数の５割を停止

輸送施設の停止処分（日車）
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２．トラック事業者への集中監査月間の実施と結果について
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３．トラック事業者に多い法令違反項目と処分量定について①

点呼に関する違反や無認可車庫（車両持ち帰り）

〇点呼の方法は適切ですか？
乗務前：酒気帯びの有無、疾病・疲労・睡眠不足等の有無、

日常点検の実施状況
乗務後：乗務に係る事業用自動車、道路、運行の状況、

（交代運転者がある場合はその通告状況）、酒気帯びの有無
→上記事項を全て確認し、確実に記録する必要があります

また、・点呼は乗務前・乗務後に行う必要があります
・運転手は自分で点呼（セルフ点呼）できません

〇点呼は対面で行っていますか？
・・・点呼は営業所・車庫で対面で行うのが基本です

ただし運行上やむを得ない場合は電話その他方法で行う
→・営業所と車庫が離れている

・早朝・深夜等で点呼執行者が不在は運行上やむを得ない場合には該当しません

〇車両は認可車庫にて適切に管理していますか？
車両を自宅等への認可されていない場所で管理しているのは違反です

また、運行管理や車両管理が適切にできていない可能性が高いです
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３．トラック事業者に多い法令違反項目と処分量定について②

点呼に関する違反の処分量定

〇点呼の実施違反

※点呼を全く実施していない場合は「事業停止３０日間」

〇点呼の記録違反

〇無認可車庫

再違反初違反違反事項

１０日車警告未実施１９件以下

２日車×未実施件数１日車×未実施件数未実施２０件以上

再違反初違反違反事項

１２０日車６０日車記録の改ざん・不実記載

１０日車警告記録事項等の不備

再違反初違反違反事項

４０日車２０日車営業所との距離

２０日車１０日車その他
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運行記録計の記録が不適切

〇日報と併せて運行記録計の記録の確認を適切に行っていますか？
・運行記録計を設置していない、運転者が適切に記録していないなど
※車両総重量７ｔ以上または最大積載量４ｔ以上の車両

上記に該当する被けん引自動車をけん引する自動車
については運行記録計の設置と記録が義務づけ

→日報と運行記録計の記録から実際の運行状況を把握し、休憩や休息の取得状況、
スピードの出し過ぎ等、運転者への指導に活用ください

３．トラック事業者に多い法令違反項目と処分量定について③
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３．トラック事業者に多い法令違反項目と処分量定について④

〇運行記録計における記録違反

〇業務の記録（日報）違反

※日報の記載事項である「乗務の開始及び終了の地点」の記録がないものが散見されます。

運行記録計及び業務日報に関する違反の処分量定

再違反初違反違反事項

１０日車警告記録なし５件以下

２０日車１０日車記録なし６件以上

６０日車３０日車全て記録なし

１２０日車６０日車記録の改ざん・不実記録

再違反初違反違反事項

１０日車警告記録なし５件以下

２０日車１０日車記録なし６件以上

６０日車３０日車すべて記録なし

１２０日車６０日車記録の改ざん・不実記載

１０日車警告記録事項等の不備
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勤務時間等基準告示違反

〇拘束時間・休息期間は守っていますか？
・１ヶ月の拘束時間は原則２８４時間、１年間の拘束時間は原則３，３００時間
労使協定を締結した場合には、１年のうち６ヶ月までは、１年間の拘束時間が３，４００時間を
超えない範囲内において、３１０時間まで延長可
・１日の拘束時間は原則１３時間（上限１５時間、１４時間超は週２回までが目安）
・１日の休息期間は継続１１時間以上与えるよう努めることを基本とし、９時間を下回らない

〇運転時間の限度は守っていますか？
・連続運転時間は４時間が限度
運転開始後４時間以内又は４時間経過直後に運転を中断して３０分以上の休憩が必要
・１日の運転時間は２日平均で９時間が限度

・１週間の運転時間は２週間ごとの平均で４４時間が限度

３．トラック事業者に多い法令違反項目と処分日車について⑤
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３．トラック事業者に多い法令違反項目と処分日車について⑥

１．勤務時間等基準告示違反の処分量定

〇勤務時間等基準告示の遵守違反

〇1ヶ月の拘束時間及び休日労働の限度に関する違反

上記の件数として計上し基準日車を算出するとともに、別立てで次のとおり基準日車を算出し、上記
の基準日車に合算する。

例：１日の拘束時間及び連続運転時間の未遵守件数 ５件

1ヶ月の拘束時間未遵守 1件

再違反初違反違反事項

１０日車警告未遵守５件以下

４日車×未遵守件数２日車×未遵守件数未遵守６件以上

再違反初違反違反事項

２０日車１０日車未遵守計１件

４０日車２０日車未遵守計２件以上

14処分量定
未遵守件数６件
２日車×６件＋１０日車＝２２日車



【参考】トラック運転者の改善基準告示の改正
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健康診断の未受診及び処分量定

〇健康診断の受診は適切ですか？
・雇入時の健康診断→労働者を雇入れる直前又は直後に実施
（雇入れ前３ヶ月以内に健康診断を受診し、その結果を事業者に提出すれば省略は可）
・一般健康診断→１年以内ごとに１回実施
・特定業務従事者健康診断→深夜業務（２２～５時）等に従事する場合は

６ヶ月以内ごとに１回実施

→  ・運転者であれば役職等にかかわらず受診が必要です
・運転者各個人で受診させる場合は漏れがないか注意して下さい

３．トラック事業者に多い法令違反項目と処分日車について⑦

再違反初違反違反事項

１０日車警告未受診者１名

４０日車２０日車未受診者２名

８０日車４０日車未受診者３名以上

８０日車４０日車未受診者による健康起因事
故が発生した者
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○運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案として、自動車事故報告規則に基づき報告のあった件数は、健康起因事故に

対する事業者の意識の高まり等を反映し増加傾向

○令和２年１２月及び令和３年１月、運転者の健康起因による死亡事故が相次いで発生

【参考】健康起因事故を踏まえた行政処分の強化

事故事例

事例① 事例②

令和２年１２月１７日北九州市内発生
事業者：法人タクシー
運転者：７４歳男性（運転経験３０年）
事故概要

乗客３名を乗せ運行中、道路右側電柱に衝突
この事故により、運転者及び乗客（７２歳）が死亡、他２名は負傷
事故原因は、報道によると心不全

※直近１年健康診断未受診。運転者は１０年前に医師から心疾患の診断を受け
投薬を続けていたが、事業者は把握していなかった。

令和３年１月４日渋谷区笹塚（甲州街道）内発生
事業者：法人タクシー
運転者：７３歳男性（運転経験３４年）
事故概要

乗客１名を乗せ運行中、横断歩道を渡っていた歩行者６名をはねた
この事故により、歩行者１名が死亡、他の歩行者５名が重軽傷
事故原因は、くも膜下出血により意識を失った疑い

※健康診断は、昨年１２月８日に受診。高血圧、脂質異常症について治療中だ
が、産業医から要注意者として指摘なし。

＜処分基準強化内容＞

行政処分基準（全モード）
運輸規則第２１条第５項及び安全規則第３条第６項
１ 疾病、疲労等のおそれのある乗務

① 未受診者１名 警 告（１０日車）
② 未受診者２名 ２０日車（４０日車）
③ 未受診者３名以上 ４０日車（８０日車）

２ 未受診者による健康起因事故が発生したもの ４０日車（８０日車）
３ 疾病、疲労等による乗務 ８０日車（１６０日車）
４ 薬物等使用乗務 １００日車（２００日車）

＜適用方法＞
・健康起因事故とは、当該運転者が脳疾患、心臓疾患及び意識喪失

を発症し、負傷者（当該運転者を除く。）が生じた重大事故等をいう。
・事業者が、当該運転者の事故発生日から過去１年以内に法定の

健康診断を受診させずに乗務させていた場合、または、健康診断
受診結果に基づき、脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に関する
疾病を疑い、要再検査や要精密検査、要治療の所見があるにも
かかわらず、再検査を受診させずに乗務させていた場合のいずれ
かに該当した場合に適用する。
なお、「２」を適用した運転者は、「１」の調査対象から除く。

※令和３年５月２８日 改正 令和３年６月１日施行 17



適性診断受診・指導監督に関する違反

〇適性診断は適切に受診されていますか？
・特定診断（Ⅰ・Ⅱ）
・初任診断

→当該事業者で初めて事業用自動車に乗務する前（やむを得ない場合は乗務開始後1ヶ月以内）
→ただし乗務前３年以内に初任診断を受診していれば対象外（診断結果要保管）

（他社で運転経歴の長い運転手でも３年以内に受診していなければ受診の対象）
・適齢診断

→６５歳に達した日から１年以内（６５歳以上の運転者を新たに選任した場合は選任日から１年以内）
→その後３年以内ごとに１回の受診が必要

〇運転手への指導監督は適切ですか？
・一般的な指導

→告示（※）に定められた１２項目全てについて毎年実施する必要があります
→日時、場所、内容、指導を行った者、指導を受けた者を記録し、営業所にて３年間保存が必要

・特別な指導
→事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者には一般的な指導とは別に告示に定められた特別な

指導が必要

※告示：貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

３．トラック事業者に多い法令違反項目と処分日車について⑧
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貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
指導及び監督の指針

〇一般的な指導及び監督の指針
・事業用自動車を運転する場合の心構え
・事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
・事業用自動車の構造上の特性
・貨物の正しい積載方法
・過積載の危険性
・危険物を運搬する場合に留意すべき事項
・適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況
・危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
・運転者の運転適性に応じた安全運転
・交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法
・健康管理の重要性
・安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法

３．トラック事業者に多い法令違反項目と処分日車について⑨
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〇特定の運転手に対する特別な指導の指針
〇事故惹起運転者
・事業用自動車の運行の安全の確保に関する法令等
・交通事故の事例の分析に基づく再発防止対策
・交通事故に関わる運転者の生理的および心理的要因並びに

これらへの対処方法
・交通事故を防止するために留意すべき事項
・危険の予測及び回避
・安全運転の実技

〇初任運転者
・貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項、

事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項等
→一般的な指導及び監督の指針１２項目の内容について指導（１５時間以上）

・安全運転の実技（２０時間以上）

〇高齢運転者
・適齢診断結果より、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業

用自動車の安全な運転方法を自ら考えるよう指導

マニュアル等については、

「自動車安全総合情報ＨＰ」に掲載されています
（https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/instruction.html）

６時間以上

可能な限り実施

トラック事業者に多い法令違反項目と処分日車について⑩
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３．トラック事業者に多い法令違反項目と処分日車について⑪

〇運転適性診断の未受診

〇指導監督告示による運転者に対する指導及び監督違反

適性診断受診・指導監督に関する違反の処分量定

再違反初違反違反事項

１０日車警告受診なし１名

２０日車１０日車受診なし２名以上

再違反初違反違反事項

２０日車１０日車一部不適切

４０日車２０日車大部分不適切

１０日車警告一部記録なし

８０日車４０日車全て記録なし

１２０日車６０日車記録の改ざん・不実記載

１０日車警告記載事項等の不備

21



【参考】飲酒運転の根絶について
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４．自動車運送事業者に対する行政処分基準の一部改正について①

酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分基準の強化

処分量定の引き上げ(違反件数に比例した処分の導入)

処分内容違反行為

100日車初違反
酒酔い・酒気帯び運行の業務 現 行

200日車再違反

100日車初違反
飲酒運転防止に係る指導監督が未実施 新 設

200日車再違反

100日車初違反
飲酒運転防止に係る点呼が未実施 新 設

200日車再違反

酒酔い・酒気帯び運行が確認された場合、現行の酒酔い・酒気帯び運行の業務に加え、新たに指導監督義務と点
呼実施義務について違反行為を設ける（それぞれの違反行為について加算）※１、２

※１ 指導監督・点呼実施について、明らかに実施されていることを指導・点呼記録により事業者が証明した場合は処分対象外
※２ 現行と同様、処分日車数による行政処分に加え、最長14日間の事業の事業停止処分を付加

勤務時間等基準告示の遵守違反※３

処分内容未遵守件数

再違反初違反

（変更なし）10日車（変更なし）警告5件以下

改正後

4日車／
未遵守1件

現 行

20日車
改正後

2日車／
未遵守1件

現 行

10日車
6件以上
15件以下

現 行

40日車
現 行

20日車
16件以上

点呼の実施違反※３

処分内容未実施件数

再違反初違反

（変更なし）10日車（変更なし）警告19件以下

改正後

2日車／
未実施1件

現 行

20日車
改正後

1日車／
未実施1件

現 行

10日車
20件以上
49件以下

現 行

40日車
現 行

20日車
50件以上
最大100件

トラック、バス、タクシー

トラックのみ

令和6年9月改正・10月施行

※３ 現行と同様、違反の様態により、30日間の事業の停止処分となる場合がある。 23



４．自動車運送事業者に対する行政処分基準の一部改正について②
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５．物流革新に向けた政策パッケージについて
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５．輸送・荷待ち・荷役などに関する輸送実態把握のための意見等の募集について（HP）

26


